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お
知
ら
せ

はい！消費生活相談窓口です

消費生活  『出前講座』 を
開いてみませんか

〜知っておきたい最新の消費者トラブル・暮らしの危険〜

労
働
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

　

基
本
的
な
労
働
関
係
法
令
等
の
学
習
機

会
を
提
供
し
、
労
働
者
・
経
営
者
間
の
紛

争
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

◆
日
時　

6
月
13
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　

14
時
～
15
時
30
分

◆
場
所　

米
子
市
立
図
書
館
2
階
研
修
室

◆
内
容　
「
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
円

滑
な
人
間
関
係
づ
く
り
」

＊
怒
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
を
学

ん
で
、
職
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
活
か
そ
う

◆
講
師　

越
野　

由
美
子
さ
ん

（
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
）

◆
対
象　

興
味
の
あ
る
方
な
ら
ど
な
た
で

も
参
加
可
能

※
失
業
給
付
受
給
中
の
方
は
、
求
職
活
動

の
実
績
に
な
り
ま
す
。

◆
申
込　

資
料
準
備
の
た
め
事
前
申
込
が

必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

中
小
企
業
労
働
相
談
所
み
な
く
る
米
子

☎
０
１
２
０
‐
66
‐
２
３
９
６

○出前講座の内容
＊被害にあわないために「手口を知る」「断り方」
「高齢者の見守りのポイント」など、消費者
の行動が社会に影響するという「消費者市民
社会」の視点を加えた参加型の講座を行って
います。

＊役立つグッズ作成（お断りうちわ、たすけカー
ド）や、カルタ、寸劇など。

【講座の例】
・知って防ぐ特殊詐欺と消
費者トラブル

・身近な事故から身を守ろ
う（製品事故、誤飲など）

・「選ぶ時、しっかり、考
える」エシカル消費って
なに？　　など

毎月第４火曜日は、
消費生活相談日です

　専門の消費生活相談員が相談をお受けします。

○場所　役場本庁

○時間　午前９時〜正午まで

（日程は変更になる場合があります。防災

無線でお知らせします。）

　第4火曜日の午後からは、出前講座にも出かけ

ます。お気軽にお申し込みください。

○人数　３人〜50人程度（少人数でもお受けします）。

※申込み先：住民生活課　

☎０８５９-５４-５２１０

＊ご注意ください！架空請求はがき
　「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と

いったはがきが届いたという相談が多数寄せられ

ています。行政機関から送付しているかのように

書いてありますが、このような機関は存在しませ

ん。電話をかけず無視をしましょう。

　お気軽に消費生活相談窓口をご利用ください。

住民生活課

	 ☎０８５９-５４-５２１０（平日）

鳥取県消費生活センター

	 ☎０８５９-３４-２６４８（平日・土日）

琴浦大山警察署	 ☎０８５８-４９-８１１０

《架空請求はがきサンプル》


